
決算書掲載頁　101

内
訳

道路その他公共の場所における自転車等の放置を防止するための対策を講ずることによって市民の良好な生活環境を
保全し、街の美観を維持するとともに通行の障害を除去し、市民生活の安全を図る。

平成２５年度中における放置自転車等撤去台数は、三日市町駅周辺で５３台、美加の台駅周辺では１０台と駐輪場も活
用され、市民の理解は概ね得られていると思われる。しかし、千代田駅前周辺では２８０台、河内長野駅周辺では３２２台
となっており、鉄道事業者との連携による放置禁止の周知を図り、駐輪場の利用促進を検討する。
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事業： 放置自転車対策事業 0296
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B

駅周辺の美観を維持するとともに、市民の良好な生活環境の保全を図ることに役
立っているため。A

駐輪場のさらなる利用促進を図る必要が
あるため。
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自転車等の放置を抑制する。
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0

0

3,235

事業費 23,088

(決算額) (千円) (千円)
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自転車等の路上放置を防止するための対策を講ずることによって、市民の良好な生活環境を保全する。
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1

委託 平成元年度 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する
法律

放置自転車等の所有者(700台)

千代田駅前周辺及び河内長野駅周辺においては、鉄道事業者との連携により放置禁止区域の市民への周知及び駐輪
場の利用促進を図る。
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千代田駅、河内長野駅、三日市町駅、美加の台駅周辺について放置禁止区域を指定。駅周辺の生活環境の保全を図
る。目

標
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事業：放置自転車対策事業                                

道路その他公共の場所における自転車等の放置を防止するための対策を講ずることによって市民の良好な生活

環境を保全し、街の美観を維持するとともに通行の障害を除去し、市民生活の安全を図った。 

 

細事業：放置自転車対策事業                             

１．放置自転車等撤去業務及び放置自転車等保管所管理業務 

駅周辺の駅前広場等に無秩序に放置された自転車は、歩行者の通行障害や美観の低下の問題だけではなく、

災害が発生したときの救助活動の妨害にもなるため、放置自転車対策として放置禁止区域内において、啓発及

び撤去活動を実施した。また、放置禁止区域外についても交通障害等の原因となっている箇所を中心に啓発活

動を行った。 

  放置自転車等撤去業務委託料               ３，８５０，８２８円 

  放置自転車等保管所管理業務委託料                      ３，３８１，８４０円 

放置自転車等撤去及び返還台数 

項    目 自転車 ミニバイク 計 

撤去台数 624 102 726 

返還台数 
402 

(21) 

99 

(1) 

501 

(22) 

（ ）内は撤去保管料免除台数  

２．撤去自転車の海外供与及び売却 

撤去した自転車等で、引き取りのない自転車については、海外供与を行うため、財団法人自転車駐車場整備

センターに譲渡した。 

 海外供与台数及び供与先 100台（フィリピン共和国、タイ王国） 

 


